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告          示 

 

大津市告示第172号  

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。 

その関係図面は、平成30年７月２日から同月13日まで大津市役所未来まちづくり部路政課において一般の縦覧

に供する。 

  平成30年７月２日 

大津市長  越    直  美 

路 線 名 区      間 
変 更 の 

前後の別 

敷 地 の 幅 員 

（メートル） 

延 長 

(メートル) 

市道幹1012号線 
大津市真野五丁目字東浦1451番１地先から 

大津市真野五丁目字東浦1451番５地先まで 

変更前 最小 2.0～最大 3.0 
37.8 

変更後 最小 3.0～最大 5.0 

市道北1109号線 
大津市真野一丁目字蔵辻446番地先から 

大津市真野一丁目字蔵辻445番地先まで 

変更前 最小 1.8～最大 2.6 
23.0 

変更後 最小 3.0～最大 3.2 

市道北1112号線 
大津市真野一丁目字四ノ宮613番１地先から 

大津市真野一丁目字蔵辻445番地先まで 

変更前 最小 1.8～最大 3.2 
16.0 

変更後 最小 3.0～最大 4.2 

市道中4230号線 
大津市馬場三丁目字蔵後126番３地先から 

大津市馬場三丁目字蔵後126番３地先まで 

変更前 最小 2.8～最大 3.0 
19.4 

変更後 最小 3.2～最大 5.2 

市道南2428号線 
大津市北大路二丁目299番３地先から 

大津市北大路二丁目299番３地先まで 

変更前 最小 2.8～最大 3.4 
3.6 

変更後 最小 3.4～最大 4.0 
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市道南2429号線 
大津市北大路二丁目142番１地先から 

大津市北大路二丁目142番１地先まで 

変更前 最小 2.0～最大 2.8 
18.0 

変更後 3.6 

市道南4102号線 

大津市大石中一丁目字石ノ塔54番11地先から 

大津市大石中一丁目字石ノ塔54番地先まで 

変更前 最小 4.4～最大 7.0 
16.0 

変更後 最小 6.0～最大 9.0 

大津市大石中一丁目字石ノ塔54番地先から 

大津市大石中一丁目字石ノ塔54番地先まで 

変更前 最小 1.6～最大 3.5 
35.0 

変更後 最小 4.0～最大 4.4 

市道東1502号線 
大津市堂一丁目字天水北谷454番２地先から 

大津市堂一丁目字天水北谷458番３地先まで 

変更前 最小 3.0～最大 9.0 
39.0 

変更後 最小 4.0～最大11.0 

市道東4024号線 
大津市大江二丁目字久保江1716番１地先から 

大津市大江二丁目字久保江1716番１地先まで 

変更前 最小 2.6～最大 3.6 
19.0 

変更後 最小 2.2～最大 3.3 

市道東4627号線 
大津市月輪二丁目字裏町468番２地先から 

大津市月輪二丁目字裏町455番地先まで 

変更前 最小 1.8～最大 2.8 
79.0 

変更後 最小 2.9～最大 4.2 

（平成30年７月２日掲示済） 

 

 

大津市告示第173号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のとおり開始する。 

その関係図面は、平成30年７月２日から同月13日まで大津市役所未来まちづくり部路政課において一般の縦覧

に供する。 

  平成30年７月２日 

大津市長  越    直  美 

路 線 名 区      間 供用開始年月日 

市道幹1009号線 
大津市真野一丁目字椿270番２地先から 

大津市真野一丁目字椿275番地先まで 
平成30年７月２日 

市道幹1012号線 
大津市真野五丁目字東浦1451番１地先から 

大津市真野五丁目字東浦1451番５地先まで 
平成30年７月２日 

市道北1109号線 
大津市真野一丁目字蔵辻446番地先から 

大津市真野一丁目字蔵辻445番地先まで 
平成30年７月２日 

市道北1112号線 
大津市真野一丁目字四ノ宮613番１地先から 

大津市真野一丁目字蔵辻445番地先まで 
平成30年７月２日 

市道中4230号線 
大津市馬場三丁目字蔵後126番３地先から 

大津市馬場三丁目字蔵後126番３地先まで 
平成30年７月２日 

市道南2428号線 
大津市北大路二丁目299番３地先から 

大津市北大路二丁目299番３地先まで 
平成30年７月２日 

市道南2429号線 
大津市北大路二丁目142番１地先から 

大津市北大路二丁目142番１地先まで 
平成30年７月２日 

市道南4102号線 

大津市大石中一丁目字石ノ塔54番11地先から 

大津市大石中一丁目字石ノ塔54番地先まで 
平成30年７月２日 

大津市大石中一丁目字石ノ塔54番地先から 

大津市大石中一丁目字石ノ塔54番地先まで 
平成30年７月２日 

市道東1502号線 
大津市堂一丁目字天水北谷454番２地先から 

大津市堂一丁目字天水北谷458番３地先まで 
平成30年７月２日 
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市道東4627号線 
大津市月輪二丁目字裏町468番２地先から 

大津市月輪二丁目字裏町455番地先まで 
平成30年７月２日 

（平成30年７月２日掲示済） 

 

 

大津市告示第179号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の指定

障害福祉サービス事業者として指定したもののうち、次のものから廃止の届出があった。 

  平成30年７月17日 

大津市長  越    直  美 

事業所の名称 
事 業 所 の 

所 在 地 
設置者の名称 

主たる事務所

の 所 在 地 

障害福祉 

サービス

の 種 類 

廃 止 

年月日 
事業所番号 

らくわ 大津市横木二丁

目５番５号 

株式会社ウエル

ネット 

京都市中京区聚

楽廻西町191番

地 

就労移行支

援・就労継

続支援Ｂ型 

平成30年 

６月30日 

2510101435 

 

 

 

大津市告示第180号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の指定

障害福祉サービス事業者として、次のものを指定した。 

  平成30年７月17日 

大津市長  越    直  美 

事業所の名称 
事 業 所 の 

所 在 地 
設置者の名称 

主たる事務所

の 所 在 地 

障害福祉 

サービス

の 種 類 

指 定 

年月日 
事業所番号 

らくわ 大津市横木二丁

目５番５号 

社会福祉法人洛

和福祉会 

京都市伏見区桃

山町大島38番地

の528 

就労移行支

援・就労継

続支援Ｂ型 

平成30年 

７月１日 

2510101690 

 

 

 

大津市告示第181号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定に基づき指定医療機関として新たに指定したもの及び指定医療機

関のうち変更又は廃止の届出があったものについて、同法第55条の３の規定により次のとおり告示する。 

  平成30年７月17日 

大津市長  越    直  美 

１ 新たに指定したもの 

名  称 所 在 地 指定年月日 

大津ファミリークリニック 大津市大門通11番11号洛和大津ビル１階 平成30年４月１日 

アイリス薬局 大津市唐崎三丁目１番10号 平成30年５月１日 

大津テラス古藤歯科クリニック 大津市打出浜14番30号オーミー大津テラ

ス４階 

平成30年５月１日 

２ 変更の届出があったもの 

名  称 所 在 地 変更年月日 
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（変更前） 

あい南郷薬局 

大津市南郷一丁目６番10号 平成30年６月１日 

（変更後） 

ファルコ薬局あい南郷店 

３ 廃止の届出があったもの 

名  称 所 在 地 廃止年月日 

大津ファミリークリニック 大津市大門通11番11号洛和大津ビル１階 平成30年３月31日 

アイリス薬局 大津市唐崎三丁目１番10号 平成30年４月30日 

古藤第二歯科 大津市におの浜二丁目１番21号ＩＫＫＯ

大津ビル２階 

平成30年４月30日 

 

 

大津市告示第182号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定に基づき指定介護機関として新たに指定したもの及び指定介護機

関のうち変更の届出があったものについて、同法第55条の３の規定により次のとおり告示する。 

  平成30年７月17日 

大津市長  越    直  美 

１ 新たに指定したもの 

事業所の名称 事業所の所在地 開 設 者 
主たる事務所 

の 所 在 地 
サービスの種類 

指 定 

年月日 

小規模多機能型居

宅介護支援事業所

「良の家」 

大津市坂本六丁目

26番45号 

社会福祉法人真

盛園 

大津市坂本五丁目

13番１号 

小規模多機能型

居宅介護 

平成30年 

６月１日 

２ 変更の届出があったもの 

事業所の名称 事業所の所在地 開 設 者 
主たる事務所 

の 所 在 地 
サービスの種類 

変 更 

年月日 

（変更前） 

あい南郷薬局 

大津市南郷一丁目

６番10号 

株式会社ファル

コファーマシー

ズ 

京都市中京区河原

町通二条上る清水

町346番地 

居宅療養管理指

導・介護予防居

宅療養管理指導 

平成30年 

６月１日 

（変更後） 

ファルコ薬局あい

南郷店 

 

 

大津市告示第183号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定に基づき医療扶助のための施術を担当する施術者として新たに指

定したものについて、同法第55条の３の規定により次のとおり告示する。 

  平成30年７月17日 

大津市長  越    直  美 

施術者の氏名 
施術者の住所（施術所を開設している施術 

者にあっては、施術所の名称及び所在地） 
指定年月日 

吉田 裕子 吉田治療院 

大津市桜野町二丁目５番13号 

平成30年６月14日 

 

 

大津市告示第184号 

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
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法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる生活保護法（昭和25年法律第144

号)の規定に基づき指定医療機関として新たに指定したもの及び指定医療機関のうち変更又は廃止の届出があっ

たものについて、同法第55条の３の規定により次のとおり告示する。 

  平成30年７月17日 

大津市長  越    直  美 

１ 新たに指定したもの 

名  称 所 在 地 指定年月日 

アイリス薬局 大津市唐崎三丁目１番10号 平成30年５月１日 

２ 変更の届出があったもの 

名  称 所 在 地 変更年月日 

（変更前） 

あい南郷薬局 

大津市南郷一丁目６番10号 平成30年６月１日 

（変更後） 

ファルコ薬局あい南郷店 

３ 廃止の届出があったもの 

名  称 所 在 地 廃止年月日 

アイリス薬局 大津市唐崎三丁目１番10号 平成30年４月30日 

 

 

大津市告示第185号 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる生活保護法（昭和25年法律第144

号）の規定に基づく指定介護機関のうち変更の届出があったものについて、同法第55条の３の規定により次のと

おり告示する。 

  平成30年７月17日 

大津市長  越    直  美 

事業所の名称 事業所の所在地 開 設 者 
主たる事務所 

の 所 在 地 
サービスの種類 

変 更 

年月日 

（変更前） 

あい南郷薬局 

大津市南郷一丁目

６番10号 

株式会社ファル

コファーマシー

ズ 

京都市中京区河原

町通二条上る清水

町346番地 

居宅療養管理指

導・介護予防居

宅療養管理指導 

平成30年 

６月１日 

（変更後） 

ファルコ薬局あい

南郷店 

 

 

大津市告示第186号 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる生活保護法（昭和25年法律第144

号）の規定に基づき医療支援給付のための施術を担当する施術者として新たに指定したものについて、同法第55

条の３の規定により次のとおり告示する。 

  平成30年７月17日 

大津市長  越    直  美 

施術者の氏名 
施術者の住所（施術所を開設している施術 

者にあっては、施術所の名称及び所在地） 
指定年月日 

吉田 裕子 吉田治療院 

大津市桜野町二丁目５番13号 

平成30年６月14日 
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公 告 

 

 

大津市告示第187号 

 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定により、平成30年７月１日から平成31年３月

31日までの間、大津市手数料条例（平成12年条例第12号）に基づく大腸がん検診に係る手数料の徴収事務を次の

ものに委託したので、同条第２項の規定により告示する。 

平成30年７月17日 

大津市長  越    直  美 

医 療 機 関 代表者氏名 所 在 地 

高山クリニック  高山 昌奎 大津市雄琴北二丁目２番31号 

 
 
 
 

 

農用地利用集積計画公告  

 農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第18条第１項の規定により、次のように農用地利用集積計画

を定めたので、同法第19条の規定に基づき公告する。 

平成30年６月29日 

大津市長  越    直  美 

「次のように」は省略し、当該農用地利用集積計画書を大津市役所産業観光部農林水産課に備え置いて縦覧に

供する。 

（平成30年６月29日掲示済） 

 

 

都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第１項の規定による開発行為に関する工事の完了届に対し、同条

第２項の規定により、次のとおり検査済証を交付した。 

平成30年６月29日 

大津市長  越    直  美 

開発許可を受けた者の住所・氏名 開発区域の地名・地番 面 積 
検 査 済 証 

交付年月日 番 号 

大津市本堅田六丁目32番13号 

株式会社住まいの創造舘バン

ブーアイランド 

代表取締役 竹島 将博 

開発区域 

大津市山百合の丘12番１、同

番31及び同番32 

開発行為に関する工事の区域 

大津市山百合の丘101番の一

部、103番の一部及び115番の

一部 

開発区域 

9,903.65㎡ 

開発行為に関する

工事の区域 

1,385.03㎡ 

 

平成30年 

６月28日 

第1414号 

（平成30年６月29日掲示済） 
 


